
○次世代育成支援対策推進法に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画

職員が仕事と子育てを両立させることができ，職員全員が働きやすい環境をつく

ることによって，全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため，次の

ように行動計画を策定する。

Ⅰ 計画期間 平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までの５年間

基本コンセプト

男女の別なく職員の積極的な子育てへの参加の推進を図る。

Ⅱ 内容

１ 子育てを行う職員等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用

環境の整備

目標１ 子育てと仕事の両立支援のための制度の周知・情報提供

子育てに係る様々な制度をわかりやすく図解し，ＨＰに掲載する

育児休業，育児短時間勤務，育児時間，遅出早出勤務，

子の看護休暇，出産付添等休暇，育児参加休暇，保育時間

【対策】 平成２２年度 制度の図解，ＨＰ掲載コンテンツを検討する

研修での説明，講演会等の開催について検討する

平成２３年度 子育て両立支援に係るＨＰを立ち上げる

研修での説明，講演会等について，可能なものから実

施する

平成２４年度～ ＨＰの見直し，リニューアル等について検討し，

必要に応じて実施する

目標２ 子の看護特別休暇を小学校第３学年修了まで拡大する

育児・介護休業法では『小学校就学前まで』義務付けられているが，

本学では，育児休業，育児短時間勤務及び育児時間を『小学校第３学年

修了まで』としていることから，子の看護特別休暇にあっても同様に拡

大

【対策】 平成２２年度 制度の拡大について検討し，導入を決定する

平成２３年度 勤務時間等規則を改正し，制度を導入する

新たな制度について，職員への周知(ＨＰ掲載等)する



目標３ 年次休暇の取得促進を図る

一の年に２０日（前年の繰り越しを含めると最大４０日）付与される

年次有給休暇の取得を促進するため，年次休暇が取得しやすい環境を整

備する。

【対策】 平成２２年度 年次休暇取得状況を調査する

年次休暇が取得しやすい環境整備について検討する

平成２３年度 環境整備策を実施し，職員への周知を図る

平成２４年度～ 年次休暇取得状況を調査し，状況を把握する

調査結果に応じて，必要な環境整備等を検討，実施

する

目標４ 子育てを行う職員の実情に応じた柔軟な勤務形態や育児補助のための支

援を検討し，可能なものから実施する

【対策】 平成２２年度 子育てを行っている職員・出産を控えている職員に，

勤務形態・育児補助支援等に関するニーズを調査する

平成２３年度 調査結果に基づき，勤務形態・育児補助支援策等を検

討する

平成２４年度～ 可能な勤務形態・育児補助支援策等を実施する


